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１．博物館施策の現状と今後の展望について



博物館施策の現状と今後の展望について

Ⅰ．現状 多様な博物館が各地で活動しており、一層の発展に取り組むことが課題

○ 全国の博物館は様々な活動を通じて教育・学術・文化の発展に寄与。

・ 館数（H30）は、博物館：1,287館で過去最多、博物館類似施設：4,457館で前回調査より増。学芸員数も過去最多。

・ 一館あたり入館者（H29）は、博物館：11万6,100人、博物館類似施設：3万8,100人で、いずれも前回調査より増。

○ 一方、博物館の更なる機能の向上のため、一層取り組むべき課題あり。

館数（館） 学芸員（人） 一館あたり入館者（人）

年度 博物館
博物館

類似施設
博物館

博物館

類似施設
年度 博物館

博物館

類似施設

H14 1,120 4,243 3,393 2,243 H13 104,372 37,971

17 1,196 4,418 3,827 2,397 16 101,721 36,401

20 1,248 4,527 3,990 2,796 19 102,799 36,213

23 1,262 4,485 4,396 2,897 22 101,711 36,761

27 1,256 4,434 4,738 3,083 26 107,437 36,051

30 1,287 4,457 5,035 3,371 29 116,096 38,077

「平成30年度社会教育調査中間報告」から

「平成25年度日本の博物館総合調査報告書」から

テーマ 取組の進展 状況

財政面 資料購入予算がある館 42％

資料整理・調査研究 資料収集・保存を計画的に実施する館 43％

職員の確保・研修 一館当たり職員数 6.3人

うち学芸系職員数 2.1人

学芸系職員を他の研修に派遣・参加させている館 56％

情報化への対応 ウェブサイトから目録情報を公開している館 9％

施設設備 施設のリニューアルを必要とする館 68％

障害者対応エレベータを持つ館 42％都道府県・指定都市立

の博物館（154館）

夜間開館 17:00以降開館する館 38％

18:00以降開館する館 18％

多言語化 パンフレットを整備する館 51％

解説版を整備する館 6％ 「平成30年度文化庁調査」から
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（夜間開館は「週末のみ」の場合を含む）
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Ⅲ．今後の取組 博物館の活動支援の充実

(1) 博物館政策の検討の場の

設置

○ 博物館による社会教育の振興が文化庁の所管になったことを受けて、文化審議会で博物館

の総合的な検討を開始。

・ ICOM京都大会での国際的な議論を反映しつつ、前回（平成20年）の博物館法改正後の課

題を洗い出し

(2) 国立館での先進事例・好事

例の創出とその横展開

○ 東京国立博物館「トーハク改革プラン」（H31.2)、国立科学博物館「科博イノベーションプラン」

（R1.7.）に代表される改革の推進。

・ わかりやすい展示や多言語化など、快適な観賞環境の整備と入館者サービスの充実

・ 収蔵品の収蔵環境向上のための必要な調査・改修の実施

○ ナショナルセンターとしての全国の博物館への支援。

・ 「文化財活用センター」「科博イノベーションセンター」による収蔵品の活用促進

・ 「文化財防災ネットワーク」による防災に関する各館支援

・ 収蔵品データベースの整備と公開

１．子供たちや地域住民への学習機会の提供、収蔵品の収集・保存・調査等の着実な取組など、社会教育施設・文化施設として

の役割の一層の充実。

２．ストーリー性ある充実した展示により、国内外を問わず、一人でも多くの人々に、我が国・地域の多様な文化・歴史・風土への

理解の促進。

３．地域活性化・まちづくりの拠点としての博物館が、各地域の文化と経済の好循環創出にも貢献。

Ⅱ．期待される方向性 社会教育･文化に係る取組を充実しつつ、多くの人に親しまれる魅力ある「館」づくり
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(3) 各地の博物館における活

動支援の充実

○博物館が地域と共働する事業への支援充実。

・ 子供たち・高齢者等へのアウトリーチ、インバウンド受入支援のスタートアップなど

・ 地方分権一括法により、社会教育の適切な実施の確保に関する一定の担保措置を講じた

上で、公立博物館の首長所管が可能（今年6月～）となっており、地域における博物館政策を

一層、総合行政に位置づけ可能に

○研修の充実、修理・修復への支援。

・ 専門職員の研修の充実（特に、海外派遣）

・ 重要文化財の美術工芸品等の収蔵品に関する修理・修復への支援

○魅力的な展示・企画に関する支援

・ 国立館等が持つ地方ゆかりの文化資産の地域への貸与等支援（新規）

・ 「日本博」の一層の活用

○「施設設備の改修・整備」に関する支援。

・ 防火設備等の緊急調査を踏まえ、老朽化した設備の改修を支援

・ 公立社会教育施設災害復旧

・ 公立博物館の施設の長寿命化のための「公共施設等適正管理推進事業債」の活用

(4) 博物館の活動基盤の整備 ○「博物館を中核とした文化クラスター形成事業」の推進。さらに、文化振興、地域の活性化、経

済の活性化の観点から、意欲ある博物館に対し、予算・税制・関係省庁との連携施策を通じ

た支援（新たな制度の創設の検討）。

○ 博物館で活用可能な他省庁の事業や税制優遇などの情報を一覧化・提供。

○ 「ジャパンサーチ」等による博物館に関するデジタルアーカイブの内容充実。

○ 博物館のうち美術館支援施策の一層の活用。

・ 登録美術品制度の一層の活用（現在、83件9,237点の美術品が登録）

・ 美術品補償制度（海外等から借り受けた美術品に損害が生じた場合に、その損害を政府が

補填する制度。これまで37件の展覧会が対象）の一層の活用

２．博物館に対する支援について



令和２年度予算額（案） ２,００１百万円（新規）

現状・背景

○ 我が国の博物館は類似施設も含め5,700館存在するが、人材の不足（1館あ

たり学芸員1.5人）や、来館者の利便性向上など課題あり。

○ 一方、博物館を通じて、多くの人々が、我が国や各地域の文化・歴史・自然

に親しむ機会を得ることが可能となり、コミュニティ形成やインバウンド対応

などへの貢献も注目。

○ 博物館の文化拠点としての機能強化を通じて「文化振興→観光振興→地域活

性化」の好循環を創出。

・ 博物館による地域文化発信やコミュニティ形成。

・ 文化クラスター（文化集積拠点）による地域文化

資源の整備支援。
（人材の配置、コレクションや展示環境改善等）

・ 専門人材の養成と質の向上。
（マネジメント層、学芸員）

・「ICOM京都大会」を契機にレガシーを形成。
（調査研究、持続的な運営、海外ネットワーク）

施策の方向性

博物館の機能強化に向けたプラン

・ 博物館の資源を活用して、地域文化の

発信、学校や地域連携など、コミュニ

ティ形成等を貢献。

・ 博物館が、観光・まちづくり・国際交

流などの地域連携に貢献するスタート

アップ的な支援。

・ 比較的小規模な館でも取組可能。

地域と共働した創造活動支援事業

予算規模：380百万円

博物館文化拠点機能強化プラン

・ 博物館制度の調査研究（審議会の審議に反映）

・ PPP等による持続可能な博物館運営の研究（コンセッ

ションの適用可能性を調査）

・ 海外ネットワーク構築（国際会議等に専門家を派遣し、

博物館政策の国際的な議論に参画・貢献）

博物館レガシー基盤強化事業

予算規模：33百万円

・ 博物館を中核とした文化クラスター（文化集積

拠点）による地域文化資源の整備を支援。

・ 地域の観光や産業界との連携のためのコーディ

ネーターや、博物館の魅力を高めるための学芸

員やインバウンド支援の職員を配置。

・ コレクションの磨き上げ（調査、ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ、多

言語等）、展示環境改善、

多様な来館者のための利

便性向上など来館者の受

入と満足度の増を支援。

博物館クラスター推進事業

予算規模：1,490百万円

・ 学芸員の資格認定試験

（例年100名受験、40名認定）

・ 学芸員等の研修

・館長研修（就任１～2年目）

・専門研修（中堅レベル学芸員）

・マネジメント研修（管理職）

・エデュケーション研修（教育普及担者）

・学芸員の海外研修 （５～1０名派遣）

博物館人材養成・質の向上

予算規模：56百万円

中学校へのアウトリーチ活動 歴史×食文化×観光の
クラスターモデル

キャッシュレス導入のクラ
スターモデル

博物館を中核とした文化クラスター推進事業 令和２年度予算額（案） 1,490百万円（新規）

趣旨

博物館を中核とした文化クラスターを形成し，地域の歴史、芸術、自然科学の様々な資源を新たな創造

的活動や事業に結び付け、首長部局等を中心とした地域の主体的・協働的な活動の付加価値を生み出す

「文化政策」と「街づくり政策」を合わせて事業展開。 ※自治体負担分の特別交付税措置を要望中

事業

内容

補助

■補助事業者
文化観光拠点となる博物館・美術館等の文化施設
博物館等を中核とした実行委員会等
■補助金額
予算の範囲内で補助対象経費の２／３

積算

■積算件数 ２５件（1件５０百万円）

（参考）
博物館クラスター形成支援事業 Ｈ31年度： ８件(採択)

Ｈ30年度： ８件

◎博物館コレクション等の磨き上げ（調査・データベー
ス・多言語化等）に係る支援を追加

◎クラスター形成の中核を担う学芸員等の確保

◎バリアフリー、展示改修等の整備支援を追加

◎事業概要
地域の歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等の魅力発

信、観光振興、多言語化や開館時間の延長、ユニークベ
ニューの促進など、博物館を中核とした文化クラスター
創出に向けた地域文化資源の面的・一体的整備の支援。

メトロと連携した
夜の賑わいモデル

歴史×食文化×観光の
クラスターモデル

【平成30年度取組例】

キャッシュレス導入
のクラスターモデル

文化観光拠点の機能強化



○ 訪日外国人観光客のうち２９．３％が美術館・博物館を訪問し、２６．４％が日本の歴史・伝統文化の体験をするなど（２０１８年観光

庁調査、複数回答）、博物館等の文化資源は観光振興に極めて大きな役割を果たす。

○ 各国の博物館も多数の観光客を集めており、我が国の博物館も高いポテンシャルを有している。

博物館のポテンシャル

海外ミュージアム

年間入場者数

ルーブル美術館 １０２０万人

中国国家博物館 ８６１万人

メトロポリタン美術館 ７３６万人

バチカン美術館 ６７６万人

外国人旅行客が滞在中に経験したこと

「美術館・博物館」と回答した割合 「日本の歴史・伝統文化体験」と回答した割合

○ 「観光立国推進基本計画（平成24年3月）」では、「文化観光とは、日本の歴史、伝統といった文化的な要素に対す

る知的欲求を満たすことを目的とする観光である」と位置づけている。

○我が国の博物館・美術館等の文化施設は、文化観光の拠点としての伸びしろも大きいことから、これら文化施設の

活用、地域との連携を通じた、国内外からの観光旅客の来訪促進等に向けた取組を強力に支援する。

○そのため 2020年のオリンピック・パラリンピックイヤーを契機に、観光庁等と連携し、文部科学大臣・国土交通大

臣の共管による、新法を検討中。2020年通常国会の提出（年度内成立）を目指す。

「文化観光」の推進の検討

（出典 米エイコム社「テーマパーク・博物館インデックス2018」）

○訪日客に対して文化施設が有するポテンシャルの例

（出典 観光庁「訪日外国人の消費動向」）

国内ミュージアム

年間入場者数（2018年度）

国立科学博物館 ２６６万人

国立新美術館 ２６１万人

金沢２１世紀美術館 ２５８万人

お台場 チームラボ ２３１万人
（出典 綜合ユニコム社「月刊レジャー産業資料2019.09」）
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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進による

文化・観光・地域活性化の好循環

文化観光拠点施設を中核とした
地域における文化観光の推進

文化の振興 観光の振興

地域活性化

文化資源の保存・活用
→ 文化の継承・発展、新たな文化の創造

（文化の振興）

文化資源の保存・活用
→ 文化の継承・発展、新たな文化の創造

（文化の振興）

観光客の増加・満足度向上
→ 魅力ある観光地の形成、国際相互理解の増進

（観光の振興）

観光客の増加・満足度向上
→ 魅力ある観光地の形成、国際相互理解の増進

（観光の振興）

人の往来・消費活動の拡大
→ 地域の社会的・経済的な発展

（地域の活性化）

人の往来・消費活動の拡大
→ 地域の社会的・経済的な発展

（地域の活性化）

好循環の創出

豊かな国民生活の実現・国民経済の発展

再投資
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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進について（まとめ）（案） 

～文化の振興と観光の振興で地域の活性化を図る仕組みづくり～ 

 

Ⅰ 文化振興及び観光振興を共に進めることの重要性 

 

(1) 我が国の文化振興の現状と今後（博物館等の取組を中心に） 

 

○文化の振興については、多くの人々に文化資源の価値が伝わることが、文化を保

存・継承・発展させ、新たな文化の創造につながるといえる。様々な文化資源の

価値を伝えるためには、単に羅列して展示するだけでは不十分であり、その魅力

をわかりやすく解説・紹介し、国内外からの来訪者が我が国の文化、歴史、自然

についての理解を深め、楽しむことができるようにすることが重要である。 

○博物館・美術館などの文化施設は、国公私立の設置形態を問わず、より多くの者

のための観覧機会の提供につながる活動も多くみられるようになってきた。その

結果、国内各地から、さらには海外からも来訪者が増加している。国外からの来

訪者に関しては、博物館・美術館に来訪した者が 2014 年の 16%から 2018 年の 29%

（観光庁「訪日外国人消費動向」）となっており、確実に増加傾向にある。このよ

うな方向性をさらに進めていく必要がある。 

 

(2) 我が国の観光の現状と今後 

○観光の振興については、経済財政運営と改革の基本方針 2019（令和元年 6 月閣議

決定）において、「訪日外国人旅行者数を 2020 年に 4000 万人、2030 年に 6000 万

人とする目標等を達成し、観光立国を実現するため、各省庁、民間、各地域が一

体となって施策を実行する」とされている（訪日外国人旅行者数は、2018 年にお

いて約 3200 万人）。 

○東京オリンピック・パラリンピック競技大会が行われる 2020 年を契機に、「世界

に向けて、我が国の魅力的なブランドイメージを強力に発信し、また、我が国の

観光の持続的な発展をもたらす有形・無形のレガシーを創出するべく、同大会開

催に向け、かつ、その後を見据え、政府一丸、官民一体となって取り組んでいく

ことが重要である。」また、「個人旅行の増加等旅行形態の多様化、「爆買い」とも

呼ばれる訪日外国人旅行者の消費行動に代表される「モノ消費」から日本ならで

はの文化や自然等を体験・体感する「コト消費」への消費スタイルのシフト等、

旅行者のニーズは日々変化し続けている。」（観光立国推進基本計画（平成 29 年 3

月閣議決定））とされている。 

 

(3) 文化観光の推進 

○観光立国推進基本計画（平成 24 年 3 月閣議決定）において、「文化観光とは、日

本の歴史、伝統といった文化的な要素に対する知的欲求を満たすことを目的とす

る観光である」とされている。より簡潔に述べれば、「文化についての理解を深め
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ることを目的とする観光」を「文化観光」ということができる。 

○我が国の豊富で多様な観光資源の主要なものである文化資源の魅力を国内外に伝

えて、文化観光を推進することは、文化を保存・継承・発展させ、さらに新たな

文化の創造に向かう文化の振興においても、経済の牽引や国際相互理解の増進に

つながる観光の振興においても重要である。また、文化の振興及び観光の振興

は、地域に新しい文化を育み、人の往来や購買・宿泊などの地域における消費活

動の拡大などにつながることで、地域の活性化にも資する。これにより、文化の

振興、観光の振興、地域の活性化の好循環を図ることができる。 

 

(4) 文化観光の今後の方向性及び目標 

○文化観光の担い手として、文化観光資源の中核となるコレクションをもつ博物館

（歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等の多様な分野を含む）等の文化施設のう

ち、意欲があり、積極的な取組を行う施設を「文化観光拠点施設」としてとら

え、文化観光拠点施設が、その機能を一層強化する計画を持つ場合に、国からの

集中的な支援を講じることで、我が国の文化の振興、観光の振興の双方に資する

価値を磨き上げるモデルをつくりあげることが可能となる。 

○加えて、当該拠点へのアクセスも含めた利便性の向上や、当該施設を中核とし

て、地方公共団体が総合的かつ一体的にその地域における文化観光を推進し、地

域において来訪者が楽しめる工夫などを行い、個別施設だけでは実現困難な「文

化観光を推進する地域」の形成も必要である。 

○なお、博物館振興の全体の議論は、文化審議会博物館部会において並行して議論

することが適当である。 
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Ⅱ 「文化観光拠点施設」が目指すべき姿 

 

○文化観光拠点施設は、有形又は無形の文化的所産などの魅力的な文化資源を有

し、その魅力をわかりやすく解説・紹介することを通じ、文化観光に資するとい

う機能を果たすことが求められる。また、文化観光拠点施設は、旅行業者等の民

間事業者や観光地域づくり法人（ＤＭＯ）、観光協会等の地域において文化観光の

推進を戦略的に行うための企画・立案ができる者（文化観光推進事業者）との連

携により文化観光拠点施設の魅力づくりを行う必要がある。文化観光推進事業者

は、多様な関係者の合意形成や、各種データ等の継続的な収集･分析、データに基

づく明確なコンセプトに基づいた戦略（ブランディング）の策定、ＫＰＩの設定･

ＰＤＣＡサイクルの確立、関係者が実施する観光関連事業と戦略の整合性に関す

る調整･仕組み作りなどを担う。また、文化観光拠点施設については、博物館・美

術館に限らず、劇場・音楽堂や寺社仏閣等においても、同様の機能をもつ場合は

対象となり得る。 

○文化観光拠点施設は、さまざまな年齢層、多様な国籍や文化背景をもつ者、障害

のある方など国内外の幅広い来訪者に文化資源の価値をわかりやすく伝えていく

施設であることをそのミッションとして明確にしていることを前提とし、以下の

①～⑥の活動を行うことが想定される。 

 

① 文化施設の持つコレクションやコンテンツの魅力を高めること 

（文化資源の魅力の増進に関すること） 

 芸術、歴史、自然に係る文化資源に関する詳細な調査研究を着実に実施するとと

もに、展示内容の更新、所有するコレクションの充実（デジタルアーカイブ化も

含む）、他の文化施設等との交流を通じて展示品等の貸与を受けることなどを通

じ、一定の期間ごとに新しい発信をしていくことが重要である。また、それぞれ

の地域ごとの特色を活かし、地域住民が親しみをもち、共に楽しむことができる

企画なども盛り込むことにより、地域住民を含めたリピーター率をあげ、常に多

くの来訪者の呼び込みと文化に対する理解の促進を目指す。 

 

② 来訪者が文化への理解を深めることができる分かりやすい解説や展示上の工夫をす

ること 

（情報通信技術を活用した展示、外国語による情報の提供その他の国内外からの来

訪者が文化資源についての理解を深めることに資すること） 

 当該文化資源を理解する上で重要な歴史的、文化的背景のわかりやすい解説・紹

介や、映像により理解を深めるコンテンツの充実、VR（仮想現実）や AR（拡張現

実）を活用した体験型の展示、多言語での展示解説、オーディオガイドの導入、

通訳案内士の活用、ガイドツアーの導入などを進め、国内外の来訪者の当該文化

資源に対する理解の促進を目指す。 
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③ 文化施設だけでは取り組めない来訪者のアクセス向上に取り組むこと 

（国内外からの観光旅客の移動その他の利便の増進に関すること） 

 国内外の来訪者の移動の利便性を向上させるため、交通事業者等と連携し、様々

な交通手段（鉄道、バス、タクシー、旅客船、航空等の公共交通、レンタカー、

自転車、徒歩、自家用車等）を活用した移動により、快適で満足度の高い来訪の

実現を目指す。また、チケットをネットで購入できるシステムや開館時間の延長

などを含め、円滑な来館を目指す。 

 

④ 文化施設内や周辺地域において飲食や買い物等を楽しむ工夫をすること 

（文化資源に関する工芸品や食品等の販売、提供に関すること） 

 ミュージアムカフェやミュージアムショップ等を充実し、鑑賞に加えて文化観光

拠点施設内やその周辺での飲食、買い物、休憩などを来訪者が楽しめ、文化とそ

れを育んできた地域へのより一層の理解や親しみを深める工夫を行うことを目指

す。 

 

⑤ 日本政府観光局（JNTO）や地域の観光関係事業者との連携による、文化施設の魅力

の発信と、幅広く来訪者を惹きつける戦略や効果的なプロモーションを行うこと 

（文化観光に関する情報提供の充実強化） 

 来訪者が文化資源の魅力に十分に触れ、満足度が高い観覧を促進するためには、

上記の取組を行った上で、国内外の来訪者が必要とする情報やサービスを的確に

提供できる環境の整備が重要である。文化観光拠点施設自らが情報提供する方法

や地方公共団体が情報提供する方法のみならず、情報提供に知見を有する事業者

等の協力を得ることも可能である。特に、海外への宣伝について多くの知見を持

つ日本政府観光局（JNTO）等との連携により、積極的な海外への情報発信、海外

プロモーションを行い、外国からの来訪者の呼び込みを目指す。 

 

⑥ 事業に必要な施設又は設備の整備  

 上記を実施する際に必要な施設や設備の更新、多言語による情報提供、Wi-fi の設

置、キャッシュレス、バリアフリーを進め、来訪者に優しい観覧環境を目指す。 
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Ⅲ 「文化観光を推進する地域」が目指すべき姿 

 

○文化観光の推進を総合的かつ一体的に図ろうとする地域においては、地方公共団

体と文化観光拠点施設とが有機的な連携を進め、地域が一体となって文化観光の

推進に取り組むことが重要である。具体的には、以下の①～⑥が想定される。 

 

① 文化施設と地域が一体となった、さまざまな鑑賞や体験など来訪者が楽しめる機会

を提供すること 

（地域における文化資源の魅力の一体的な増進に関すること） 

 当該地域においては、中核となる文化観光拠点施設のみならず、多くの文化資源

が存在する可能性があり、文化観光推進事業者と連携して、これらの魅力を一体

的に発信し、文化観光地域としての魅力の向上を目指す。また、地域に点在する

関係性の深い文化資源についてストーリー性を持って総合的に捉え、全体として

魅力を増進するため、地域の文化資源を的確に把握・調査し、その資源を活用し

た来訪者が楽しめる工夫をしていること（地域内の複数の文化施設等の連携、都

市公園、道路、港湾にオブジェ等を設置するなど地域が一体となったアート空間

の創出 等）を目指す。 

 

② 文化施設だけでは取り組めない来訪者のアクセス向上に取り組むこと 

（国内外からの観光旅客の移動その他の利便の増進に関すること） 

 国内外の来訪者の移動の利便性を向上させるため、交通事業者等と連携の上、

様々な交通手段（鉄道、バス、タクシー、旅客船、航空等の公共交通、レンタカ

ー、自転車、徒歩、自家用車等）を活用した移動や周遊により、快適で満足度の

高い来訪の実現を目指す。 

 

③ 地域内の商店街や飲食店等との連携促進に関すること 

 地域内で来訪者が飲食、買い物、休憩ができるなど、文化観光に加えて当該地域

の特産品や、景観の魅力などを活かし、地域のにぎわいを創出して、地域そのも

のを楽しめる機会を増やすことを目指す。 

 

④ 地域の文化観光に関する情報提供の充実強化 

 来訪者が文化資源の魅力に十分に触れ、満足度が高い観覧を促進するためには、

上記の取組を行った上で、国内外の来訪者が必要とする情報やサービスを的確に

提供できる環境の整備が重要である。地方公共団体等自らが情報提供する方法の

みならず、情報提供に知見を有する事業者等の協力を得ることも可能である。特

に、海外への宣伝について多くの知見を持つ日本政府観光局（JNTO）等との連携

により、積極的な海外への情報発信、海外プロモーションを行い、外国からの来

訪者の呼び込みを目指す。 
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⑤ 事業に必要な施設又は設備の整備 

 上記事業を実施する際に必要な施設や設備の更新、多言語による情報提供、Wi-fi

の設置、キャッシュレス、バリアフリーを地域全体で進め、来訪者に優しい観覧

環境を目指す。 

 

⑥ 地域住民との連携 

 地域住民の協力を得たイベントの開催や地域住民が来訪者と触れ合うことができ

る取組などを通じ、地域住民自らも参画し、中核となる施設や地域を繰り返し楽

しむことができる工夫を行うことを目指す。 
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Ⅳ 「文化観光拠点施設」「文化観光を推進する地域」を目指すにあたっての留意点 

 

(1) 「文化観光拠点施設」を目指すにあたっての留意点 

 

○実施する事業の効果を適切に評価するための明確な数値目標を立てること、おお

むね五年以内を原則として取組の実施に必要な期間を定め、文化観光拠点施設と

して必要な経費を整理し、調達方法を明確化する。 

○その際、これらの取組に対し、国は必要な支援を行うとともに、文化観光拠点施

設は関係事業者の協力を得て事業を実施することが期待される。観覧等に関して

は、国内外の参考事例なども踏まえ、その価値に見合った価格を設定することが

必要である。 

 

(2) 「文化観光を推進する地域」を目指すにあたっての留意点 

 

○どのような区域を単位として文化観光を推進するのかを特定した上で、地域内で

どの文化観光拠点施設を中核とするかを特定することが必要である。 

○また、文化観光を推進する地域における文化観光の現状及び課題を踏まえ、当該

地域における基本的な取組、課題解決の方向性等の基本的な方針を明確にし、実

施する事業の効果を適切に評価するための明確な数値目標を立てて、五年程度を

原則とした取組の実施に必要な期間を定め、取組を実施する。 
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Ⅴ 国等における施策の連携及び支援の方針 

 

○「文化観光拠点施設」や「文化観光を推進する地域」が計画に基づいた活動を行

う場合に、国によるきめ細やかな対応を講じることとし、具体的には、予算、税

制、手続きの簡素化による支援や助言等を行うことが考えられる。 

 

【予算】 

① 文化観光拠点施設の魅力向上 

・博物館のコレクションの充実、展示改修、学芸員を含めた人材の確保、多言語解

説、多言語による情報提供、Wi-fi の設備整備、キャッシュレス、バリアフリーの

施設整備、国等が所蔵する地域ゆかりの文化資産を活用した展示の支援などを行

う。 

② 文化観光地域における来訪者の利便性の向上 

・空港や港からの経路や地域における、切れ目ない多言語案内、Wi-fi、キャッシュ

レス、バリアフリー等への支援を行う。 

 

【税制】 

・「企業版ふるさと納税」の制度などを活用して、企業からの寄附を通じた資金流入

を促進。 

・文化観光拠点施設のコレクションの充実を図るために必要な税制上の措置を導

入。 

 

【手続きの簡素化等】 

① 交通アクセスの向上 

 共通乗車船券の発行や、バス、船便の増便の手続きの簡素化を行う。 

② 都市公園、道路、港湾におけるオブジェ等の設置 

  文化観光拠点施設の周辺にある都市公園、道路、港湾において、オブジェ等の設

置の際の手続きの円滑化を行う。 
③ 登録文化財の提案権の付与 

地方公共団体が文化財の専門的な調査を行い、価値があると認められた場合に、文  

化財登録原簿への登録の提案を可能とする。 
 

 

【独立行政法人等による助言・支援】 

 国立博物館等による文化への理解の促進に関する助言や日本政府観光局（JNTO）

による海外向けプロモーションの実施。 
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